
生活福祉資金貸付の相談予約について（お知らせ） 

 

 

生活福祉資金貸付は、低所得者・高齢者・障がい者世帯を対象に、資金を貸し

付ける制度です。貸付には条件、審査、面談があり、自立に向けた相談申込と

プラン作成を必要とします。相談から入金まで 1〜2か月程度 かかります。 

近年、お問合せが多く、対応に時間を要しております。手続きを円滑に進め

るため、ご相談は原則予約制とさせていただきますので事前の予約をお

願いします。予約がない場合、長時間お待ちいただく場合もありますことをご

了承ください。 

なお相談時には、世帯の現在の生活状況を詳しく確認し、必要に応じて貸付

以外の支援を提案する場合もあります。 

 


